
第1部　�監査役等を取り巻く�
環境の変化

はじめに
近年、中堅・中小規模会社（以下、中

堅企業等とする）を取り巻く経営環境は
急速に変化しており、企業統治（コーポ
レート・ガバナンス）の重要性が一層高
まっている。その中で、監査役、監査等
委員及び監査委員（以下、監査役等とす
る）の果たすべき役割も従来の枠組みを
超えて拡張しつつある。特に、会計監査
人との連携を通じた監査の実効性向上が
求められており、監査役制度の再評価が
進んでいる。

本シリーズ「中堅企業等における監査
役等と会計監査人とのコミュニケーショ
ンの向上」は、中堅企業等における監査
役等が、会計監査人と連携することで、
企業ガバナンスの健全性を確保し、財務
報告の信頼性を高める一助となることを
目的としている。第1部では、監査役等
を取り巻く環境の変化を俯瞰し、その重
要性を明らかにする。近年、企業を取り
巻く法制度や社会的要請は急速に変化し
ており、監査役等の役割は従来の形式的

な監査から、より実質的なリスク対応へ
とシフトしている。こうした背景を理解
することは、監査役等と会計監査人の円
滑なコミュニケーションを構築するため
の前提条件になると考える。

なお、本解説及び意見は筆者の個人的
見解であり、筆者が所属する組織の見解
ではないことにご留意いただきたい。

1．�経営環境の変化と監査役等への�
影響

⑴ デジタル化と業務の複雑化
近年、DX（デジタルトランスフォー

メーション）の進展により、企業の業務
プロセスは大きく変化している。会計処
理や業務管理においてもクラウド化や
AIの導入が進み、従来の紙ベースの監
査では把握しきれない領域が増加してい
る。監査役等においても、こうした環境
変化に対応するためには、一定水準の
ITリテラシーを備えることが不可欠と
なっている。

また、業務の複雑化に伴い、リスクの
所在も多様化しており、監査役等には従
来以上に広範な知識と分析力が求められ
る。特に、内部統制の有効性を評価する
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に当たっては、業務フローの理解に加
え、システム上の制御機能やデータの整
合性に関する知見が必要となる。

⑵ サステナビリティ等ESGへの対応
環境・社会・ガバナンス（ESG）へ

の関心の高まりを背景として、企業には
非財務情報の開示や持続可能性に関する
取組の充実が求められている。日本でも
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）
によりサステナビリティの開示基準が策
定されており、金融庁は有価証券報告書
におけるサステナビリティ情報の開示
を、東京証券取引所プライム市場上場企
業を対象として2027年3月期以降に義
務化する方針を示している。

このような動向を踏まえると、監査役
等は、企業が開示するサステナビリティ
情報の信頼性やその前提となる社内体制
の整備状況についても監視する役割を担
うこととなる。これは、従来の財務情報
中心の監査からの大きな転換を意味して
いる。

特に、ガバナンスに関する監査は、取
締役会の構成や意思決定プロセスの妥当
性、ステークホルダーとの関係性など、
定性的な要素を多く含むため、監査役等
には会計及び法律の知識に加え、企業統
治に関する高度な判断力と倫理観が求め
られる。

⑶ 法制度の改正とガバナンス強化
会社法の改正やコーポレートガバナン

ス・コードの改訂により、監査役等に求
められる責任は年々拡大している。取締
役会の実効性評価、内部統制の整備及び

運用状況の監視、リスク管理体制の確認
など、監査役等が主体的に関与すべき領
域は増加している。

また、金融商品取引法や税制改正な
ど、関連法令の変化も監査役等の職務に
影響を与えており、継続的な法令知識及
び会計知識のアップデートが不可欠であ
る。中堅企業等においても、これらの制
度的変化を踏まえたガバナンス体制整備
が急務となっている。

2．�監査役制度の基本的枠組みと中堅
企業等の実態

⑴ 監査役等の構成
監査役制度は、会社法に基づき、取締

役の職務執行を監査する機関として設け
られている。株主の利益保護を目的と
し、経営陣による不正や誤謬を未然に防
止する役割を担っている。その重要性に
鑑み、大企業では相応の人員で構成され
る監査役会や監査委員会が設置されるこ
とが一般的である。

一方で、日本監査役協会が実施してい
る「2024年監査役制度の運用実態調
査・第25回 定時株主総会後の監査役等
の体制に関する年次調査 集計結果」（以
下、年次調査とする）によると、非上場
会社では監査役数1名から3名までの割
合が合計91.3％、大会社以外の会社で
は合計95.4％に達している。このこと
から、中堅企業等では単独監査役である
場合も多く、複数の場合でも少人数体制
にとどまり、組織的な監査体制が脆弱に
なりやすい実態が読み取れる（図表1）。
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⑵ 監査役等の経歴
近年、上場企業では独立性を重視し、

公認会計士又は税理士、弁護士、会社と
利害関係を有しない他の会社の役員等を
社外監査役として選任するケースが増え
ている。年次調査によると、上場会社の
社外監査役の前職又は現職は「公認会計
士または税理士」30.1％、「弁護士」
23.8％、「会社と無関係な役職員」19.9％
と、独立性を意識した人選が進んでいる
ことがうかがえる。

他方で、取締役が退任した後、同じ会
社の監査役等に就任する、いわゆる「横
滑り監査役」も依然として多数存在する。

特に中堅企業等においては、監査役等
は、経営者との人的関係に基づいて選任
されるケースも少なくなく、独立性や専
門性が十分に確保されていないケースも
見受けられる。

そのような会社では、中堅企業等特有
のガバナンス構造として、オーナー経営

が支配的であり、意思決定が迅速である
一方で、牽制機能が働きにくい構造を内
包している。こうした構造は、監査役等
の役割を形式的なものにとどめるリスク
を抱えることになる（図表2）。

⑶ 会計監査人との関係
会計監査人との関係においても、通常

実施される「監査計画の内容の説明」
や、「監査の実施状況の説明」について
は定例的にコミュニケーションが行われ
ているものの、「監査に影響を及ぼす社
内情報等の情報共有」等の項目について
は、十分なコミュニケーションが行われ
ていない。特に「監査上の主要な検討事
項についての意見交換」については、上
場企業では有価証券報告書に含まれる監
査報告書上で開示が義務付けられている
こともあり広くコミュニケーションがと
られているが、非上場企業では開示義務
がないことから、テーマとして取り上げ

図表1　監査役等の人数別社数
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られていない。
このことから、中堅企業等では、監査

役等と会計監査人との間の情報共有や意
見交換が形式的にとどまり、実効性ある
連携が図られていないことが課題と考え
られる。

3．監査役等を取り巻くリスクと期待
監査役等を取り巻くリスクの中で特に

重要なものとして、不正会計及びガバナ
ンス不全が挙げられる。近年、中堅企業
等においても売上の過大計上や資金流用
などの不正事例が報告されており、監査

役等には早期発見と是正の責任が課せら
れている。

前述のとおり、中堅企業等において監
査役制度は形骸化しやすく、いわゆる名
ばかり監査役が問題視されることもあ
る。しかし、会社法第423条第1項は、
役員等が任務懈怠により会社に損害を与
えた場合、損害賠償責任を負うと定めて
いる。監査役等は会社法第330条によ
り、民法上の委任契約に基づく善管注意
義務を負う。したがって、実際に不正会
計やガバナンス不全が生じた場合、監査
役等が法的な責任を追及される可能性は

図表2　社外監査役の前職・現職の分類別人数
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否定できない。以下、実際に監査役等の
法的責任が問われた事例を紹介する。

⑴ オリンパス事件（2011年）
オリンパス事件は、約13年間にわた

り累計1,500億円超の損失を飛ばし、
M&A取引を利用して帳簿外に隠蔽した
事案である。発端は、英国人社長マイケ
ル・ウッドフォード氏の内部告発であ
り、外部からの指摘を契機として不正の
全容が明らかになった。

監査役等は、長期にわたる不正を見抜
けなかっただけでなく、経営陣との距離
が近過ぎるいわゆる同質性の罠に陥って
いたと指摘されている。社外監査役の人
数は形式的に確保されていたものの、実
質的な独立性や専門性は乏しく、経営判
断に対する牽制機能を果たすには至らな
かった。

この事件を契機に、金融商品取引法違
反による課徴金や刑事責任が問われ、改
めて監査役の在り方について見直される
ことになった。特に、社外監査役の選任
要件強化や、監査役会による情報収集権
限の拡充が重要な論点として議論された。

⑵ 東芝事件（2015年）
東芝の不正会計は、2009年から2014

年にかけて累計約1,518億円の利益を水
増ししたもので、第三者委員会の調査報
告書により明らかにされた。背景には、
経営陣が掲げた過度に高い業績目標『チャ
レンジ』があり、現場に過剰なプレッ
シャーがかかっていた。工事進行基準の
不適切な適用や損失先送りなど、複数事
業にわたる組織的な不正が行われていた。

監査役等は、会社法上、取締役の職務
執行を監視し、会計監査人の選任・解任
に関与する立場にある。しかし、東芝事
件では、監査役等がリスク兆候を社外役
員に伝えることなく見逃した点が厳しく
批判された。さらに、会計監査人である
新日本監査法人も、監査基準に従った手
続を行ったと主張しつつ、結果的に不正
を見抜けなかったとして、金融庁から業
務改善命令を受けている。

この事件は、監査役等が形式的なチェッ
クにとどまるのではなく、事業リスクを
踏まえた実質的な監視を行う必要性を強
く示している。特に、海外事業や大型投
資（ウエスチングハウス買収）に伴う減
損リスクを見抜けなかった点は、専門知
識及び情報収集力の不足を露呈したもの
といえる。

両事件に共通するのは、監査役等が受
動的な監視にとどまり、経営陣の説明を
十分に検証しなかった点である。背景に
は、情報格差、専門性不足、独立性の形
骸化といった構造的要因があった。これ
らを踏まえ、近年は監査役等と会計監査
人の連携強化、社外監査役の専門要件の
重視、内部通報制度の実効性向上などの
改革が進められることとなった。

これらは世界的にも有名な大企業に係
る事案であるが、中堅企業等についても
同様に法的な責任が問われた事例もあ
り、以下に紹介する。

⑶ 判例紹介：最高裁令和3年7月19日
判決
この判例は、非公開会社で経理担当者

が約9年半にわたり総額2億円超を横領
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していた事案である。監査役は公認会計
士資格を有し、会計限定監査役として計
算書類の監査を行っていたが、残高証明
書の偽造に気付かず、計算書類を適正と
報告している。会社は監査役に対し、会
社法第423条に基づき損害賠償請求を
行った。

最高裁は、「帳簿と計算書類の照合だ
けでは足りず、必要に応じて基礎資料の
確認や取締役への報告請求を行うべきで
ある」と判示し、高裁判決を破棄してい
る。この判例は、監査役等の監査義務の
水準を引き上げる重要な判断となった。

この判例により、中堅企業等でも監査
役等に実質的な監査義務が課されること
が明確になり、漫然と帳簿を信頼するだ
けでは任務懈怠と評価される可能性があ
ることが示された。近年、株主代表訴訟
や会社による損害賠償請求において監査
役等が責任追及される事例は増加傾向に
ある。監査役等は自らに付与された法的
権限を積極的に行使し、実質的な監査を
遂行することが求められている。

企業不祥事の中でも、不正会計事件は
投資家や社会に甚大な影響を与える。日
本では過去20年の間に、カネボウ、ラ
イブドア、オリンパス及び東芝など複数
の大企業で粉飾決算が発覚している。こ
れらの事件は、経営陣のガバナンス欠如
だけでなく、監査役等や会計監査人の監
督機能の不全を浮き彫りにした。オリン
パス事件及び東芝事件は、日本企業のガ
バナンス改革を大きく前進させる契機と
なった。監査役等は、単なる形式的な
チェックにとどまらず、経営の健全性を
守る積極的な監視主体として実質的な情

報アクセスと専門性強化が求められてい
る。こうしたリスクに対応するために
は、監査役等が会計監査人と緊密に連携
し、リスク情報を共有することで不正防
止体制を構築することが必要である。

一方で、ステークホルダーからの期待
も高まっている。金融機関は、融資判断
において企業のガバナンス体制を重視
し、監査役等の機能発揮の状況を評価対
象としている。株主や従業員も、企業の
透明性や健全性に対する関心は年々高
まっており、監査役等には説明責任を果
たす役割が期待されている。これらの期
待に応えるためには、監査役等が積極的
に情報発信し、企業価値向上に寄与する
姿勢を明確に示す必要がある。

4．まとめ
本稿では、監査役等を取り巻く環境の

変化と中堅企業等における監査役制度の
実態及び課題を整理した。デジタル化の
進展、サステナビリティ対応の要請及び
法制度の改正や社会的要請の変化によ
り、監査役等に求められる役割は従来以
上に高度化及び多様化している。もはや
監査役等は、形式的な監査にとどまる存
在ではなく、企業ガバナンスの実効性を
担保する中核的な役割を担う存在である
といえる。

本シリーズの第2部では、監査役等及
び会計監査人それぞれの責任及び役割を
詳細に整理する。さらに第3部では、会
計監査人である監査法人の立場から具体
的な実務上の提言を行う予定である。監
査役等と会計監査人が相互に補完し合い
ながら協働することにより、健全なガバ
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ナンスが構築される。そのことは企業の
持続的成長を支え、資本市場の信頼性を
高め、ひいては社会全体の健全性の向上

にも資するものである。本稿がそのため
の一助となることを期待したい。
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監査役の会計監査 マニュアル監査役の会計監査 マニュアル【第3版】【第3版】

⃝�会計監査人非設置会社・監査役会非設置会社
の監査役や、経理・財務経験の少ない監査役
を念頭に作成！

⃝�環境変化に即した記載内容の改定並びに監査
役監査基準、監査報告のひな型その他の公表
資料の改定を踏まえた修正！

⃝�IPOを目指す会社の増加を受け、上場準備会
社を意識した記載を追加！

⃝�会員専用マイページにて、解説動画も掲載！
※�本改定版は当協会ウェブサイトの掲載のみとなります

右記の二次元コードから
すぐに閲覧いただけます！

今すぐチェック！！▶▶
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